
 

 国会では、政府が提出した安全保障関連法案が審議さ

れています。 

本法案は集団的自衛権の行使を容認する内容が含まれていま

す。戦後 70 年に渡り、日本が平和憲法のもと貫いてきた｢海外

で武力行使しない｣という原則を大きく転換する、問題の多い

ものです。 

そもそもきわめて多くの憲法学者、歴代の内閣法制局長官が、政府案を違憲であると

批判していることに対し、政府の説明は説得力に欠けています。 

また、集団的自衛権の行使を認める｢新三要件｣は十分な歯止めとなっていないばかり

でなく、憲法解釈を便宜的･意図的に変更するものであり、立憲主義に反しています。政

府が集団的自衛権を行使して対応しなければならないとする事例にも、蓋然性や切迫性

の疑義があります。専守防衛に徹する観点から、阿部政権が進める集団的自衛権は容認

できません。 

 このほかにも、国際平和のために活動する他国軍に対する後方支援の拡大や｢現に戦闘

行為を行っている現場でない場所｣での自衛隊の活動の容認など、政府案には多くの重大

な問題点が指摘されています。これに対し、政府は納得の得られる答弁をほとんどして

いないのが実情です。 

 さらに世論調査によると、国民の多くが法案内容の説明が不十分だと考え、今国会に

こだわらず慎重に審議すべきとの意見が相次いでいます。 

 しかし、安部総理は、米国に成立時期を約束した通り、今国会での成立を強行しよう

としています。 

 結論ありきで、国民への丁寧な説明や国会での

徹底審議を避け、問題を放置したまま法改正を強

行しようとする姿勢は断じて容認できません。 

こうした安倍政権の国会運営の姿勢には、同じ自

民党内からも参議院議員を中心に異論が出てい

るとの報道もなされています。 

 政府は、憲法の平和主義専守防衛の原則を堅持

した上で、国民の生命、財産、及び日本の領土の、

了解を確実に守る観点から安全保障政策を構築

する責任があります。したがって政府は、安保法

制に関する国民の疑念や不安を真摯に受け止め、

通常国会の成立にこだわらず、国会での審議を慎

重かつ丁寧に進めるべきです。 
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安全保障法制は慎重に審議すべき! 
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8月に行われる柏市議会議員選挙に際して、 

以下の3名を民主党公認として決定いたしました。 

｢コンビニ防犯ボックス｣は以前、中田学が 1 期目の一般質問で、コンビニなどの地

域拠点を中心として、PTA や警察、町会等の様々な地域協力のもとで、いじめの撲滅

や防犯力の強化を提言したところ、千葉県が防犯面でこれに応じ、地域住民が安心し

て暮らせる地域づくりを進める為、県、警察、市町村、地域住民が一体となった新た

な防犯活動拠点として整備された施設で、平成 25 年度から千葉市と市川市で試験的に

運用が始まりました。 
 そしてついに今年度柏市にも防犯ボックスを設置して頂けることが決定しました。これに伴い、中田

学は交番の近さ、協力頂ける地域の方々、学校の有無などを総合的に鑑み、コンビニだけでなく、ドラ

ッグストアなどにも設置できるように進言していました。 

 その結果、今年 11 月（予定）｢マツモトキヨシ柏酒井根店｣（柏市酒井根 2-2-1）に設置運営されるこ

とが決定しました。この場所は、以前中田学が信号設置を実現した場所でもあります。 

 これまで中田学は｢柏警察署の二分署化｣を推進してきましたが、柏警察署だけでなく、このような取

り組みも防犯活動の一環として大きな期待が出来ます。 
 

〇千葉市と市川市の防犯ボックスの取り組み状況 

運用時間:原則、各日午後 2 時から午後 10 時までの間 

配 置 員:嘱託職員（各 3 人、警察官 OB） 

活動区域:防犯ボックスに定める｢セーフ・コミュニティ・ゾーン｣内 

主な業務:①防犯ボランティアとの合同パトロール 

     ②通学路における見守り 

     ③諸願届や急訴事案への一時的な対応 

     ④広報・情報発信活動 
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防犯ボックスを酒井根地域に設置実現! (今年 11月設置予定) 

 


